
特集 国際標準戦略のあり方

わ
が
国
の
標
準
化
施
策
の
経
緯
と
現
在

日
本
規
格
協
会
は
戦
後
間
も
な
い
1
9
4
5
年
12

月
に
設
立
、
戦
前
、
戦
中
の
規
格
を
基
礎
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ

（
注
１
）

の
準
備
を
開
始
し
、
1
9
4
9
年
の
工
業
標
準
化
法

制
定
の
後
、
標
準
化
と
品
質
管
理
を
車
の
両
輪
と
し

て
活
動
を
本
格
化
さ
せ
た
。
時
を
経
て
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
技
術
基
準
や
標
準
に

よ
る
貿
易
の
技
術
的
障
壁
が
注
目
さ
れ
、
1
9
9
5

年
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
／
Ｔ
Ｂ
Ｔ
協
定
に
よ
り
成
立
、
加
盟
国

に
国
際
標
準
の
利
用
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
こ
う
し

た
中
、
日
本
工
業
標
準
調
査
会（
現
・
日
本
産
業
標

準
調
査
会
）と
当
協
会
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
国
際
規
格
へ

の
整
合
化
事
業
を
積
極
的
に
推
進
す
る
体
制
を
構
築

し
た
。
近
年
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
発
展
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
の
さ
ら
な
る
進
展
、
気
候
変
動
問
題
の
深

刻
化
な
ど
を
踏
ま
え
、
社
会
的
課
題
の
解
決
や
、
先

端
技
術
に
関
す
る
分
野
な
ど
、
新
し
い
価
値
軸
を
含

む
分
野
で
標
準
化
へ
の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
る
。

わ
が
国
の
標
準
化
体
制
は
、
日
本
産
業
標
準
調
査

上
の
優
先
的
課
題
で
規
制
当
局
と
標
準
化
機
関
や
関

連
組
織
が
密
接
に
連
携
し
、
国
際
標
準
化
を
加
速
さ

せ
て
い
る
。
例
え
ば
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
分

野
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
る
エ
レ
ン
・
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
財
団
の
「
マ
ス
バ
ラ
ン
ス
方
式
」
に
関
す
る
意
見

書
は
、
少
な
か
ら
ず
Ｉ
Ｓ
Ｏ
に
お
け
る
規
格
化
に
影

響
を
与
え
て
お
り

（
注
２
）、
こ
う
し
た
関
連
組
織
と
規
制
当

局
・
標
準
化
機
関
と
の
関
係
は
注
目
に
値
す
る
。
わ

が
国
が
自
ら
、
国
際
標
準
化
に
よ
る
ル
ー
ル
形
成
を

目
指
す
場
合
も
、
国
際
審
議
の
場
で
真
の
プ
レ
ー
ヤ

ー
の
戦
略
を
正
確
に
理
解
し
、
受
け
入
れ
可
能
な
提

案
を
構
想
し
、
目
的
を
達
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

主
要
国
の
ル
ー
ル
形
成
は
、
テ
ー
マ
に
よ
り
ア
プ

ロ
ー
チ
が
異
な
る
。
標
準
化
と
規
制
は
密
接
不
可
分

な
関
係
に
あ
る
が
、
Ａ
Ｉ
分
野
を
例
に
取
る
と
、
欧

州
で
は
、
ハ
ー
ド
ロ
ー（
法
的
拘
束
力
を
持
つ
規
制

な
ど
）、
米
国
で
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー（
法

的
拘
束
力
の
な
い
規
格
な
ど
）の
併
用
、
中
国
は
ソ

フ
ト
ロ
ー
と
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
方
策
が
採
用
さ
れ

て
い
る
。
2
0
2
3
年
の
欧
州
の
Ａ
Ｉ
法

（
注
３
）の
可
決
を

受
け
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
効
果
」（
欧
州
の

ル
ー
ル
が
、
欧
州
以
外
の
国
の
ル
ー
ル
と
し
て
も
作

用
す
る
効
果
）の
発
現
が
見
込
ま
れ
る
一
方
、
中
国
は

一
帯
一
路
構
想
の
も
と
で
関
係
諸
国
と
の
連
携
を
進

め
、欧
州
同
様
に「
北
京
エ
フ
ェ
ク
ト
」を
発
揮
す
る

と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の

共
通
点
と
差
異
を
十
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、
わ
が

国
と
し
て
の
戦
略
を
構
想
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

以
上
、
わ
が
国
が
戦
略
的
に
標
準
化
活
動
を
行
う

前
提
と
し
て
、
諸
外
国
の
ル
ー
ル
形
成
戦
略
や
海
外

企
業
の
標
準
化
戦
略
等
へ
の
理
解
が
重
要
と
な
る
が
、

現
状
は
、
個
別
企
業
が
特
定
の
領
域
で
標
準
化
に
取

り
組
む
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
業
種
ご

と
に
複
数
の
有
力
企
業
が
ひ
し
め
く
わ
が
国
と
し
て
は
、

効
果
的
な
取
り
組
み
の
実
現
が
課
題
と
な
る
。
当
協

会
は
、
わ
が
国
産
業
界
の
発
展
に
貢
献
す
べ
く
、
標

準
化
を
は
じ
め
と
し
た
ル
ー
ル
形
成
の
動
向
を
自
ら
先

取
的
に
観
測
し
、
情
報
展
開
を
行
う
「
標
準
化
イ
ン

テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
活
動
の
必
要
性
を
強
く
意
識
し
、
取

り
組
み
に
着
手
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
を
共
有
す
る
こ

と
で
、
ル
ー
ル
形
成
に
取
り
組
む
産
業
界
や
個
別
企

業
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

な
お
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
標
準
化
活
動
に
エ

キ
ス
パ
ー
ト
を
派
遣
す
る
企
業
は
、
標
準
化
の
最
前

線
で
し
か
得
ら
れ
な
い
貴
重
な
知
見
を
獲
得
す
る
こ

と
と
な
る
。
国
際
標
準
化
活
動
は
標
準
化
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
活
動
そ
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
念
頭
に

置
い
て
、
日
本
企
業
に
は
人
的
資
源
の
投
入
に
積
極

的
に
対
応
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

総
合
的
標
準
化
機
関
と
し
て

わ
が
国
の
標
準
化
の
歴
史
か
ら
ル
ー
ル
形
成
の
変

遷
、
現
在
の
戦
略
的
な
ト
レ
ン
ド
に
つ
い
て
概
説
し

た
。
当
協
会
は
、
わ
が
国
の
総
合
的
標
準
化
機
関
と

し
て
、
①
標
準
化
人
材
の
確
保
と
育
成
、
②
横
断
的

な
標
準
化
戦
略
を
検
討
す
る
場
や
情
報
の
提
供
、
③

戦
略
に
基
づ
く
国
際
提
案
活
性
化
の
た
め
の
支
援
、

④
標
準
化
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
機
能
の
強
化
│

な
ど
の
活
動
を
こ
れ
か
ら
も
展
開
し
て
い
く
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
も
と
に
、
経
済
産
業
省

を
は
じ
め
産
業
界
、
学
界
等
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

と
密
に
連
携
し
、
標
準
化
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
活
動

の
強
化
を
通
じ
て
「
日
本
型
標
準
加
速
化
モ
デ
ル
の

実
現
」
を
目
指
し
て
い
く
。
特
に
、
標
準
化
人
材
の

育
成
や
業
界
横
断
的
な
分
野
で
の
標
準
化
戦
略
の
検

討
に
当
た
っ
て
は
、
経
団
連
加
盟
企
業
と
協
力
し
つ

つ
進
め
て
い
き
た
い
。

会
の
も
と
、
産
学
官
の
連
携
を
図
り
、
着
実
に
前
進

し
て
い
る
。
1
9
9
1
年
に
は
電
気
・
電
子
分
野
の

国
際
標
準
化
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
、
産
業
界
主

導
の
取
り
組
み
と
し
て
、
Ｉ
Ｅ
Ｃ
活
動
推
進
会
議
が

設
立
さ
れ
、
事
務
局
が
当
協
会
内
に
設
置
さ
れ
た
。

21
世
紀
に
入
り
、
2
0
0
6
年
の
「
国
際
標
準
化
戦

略
目
標
」
の
設
定
等
を
経
て
本
格
的
な
体
制
整
備
が

行
わ
れ
、
欧
米
主
要
国
と
ほ
ぼ
同
等
の
体
制
を
構
築

し
て
き
た
こ
と
は
、
誇
る
べ
き
成
果
で
あ
る
。

現
在
で
は
気
候
変
動
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
、

循
環
経
済
社
会
、
デ
ー
タ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
、
Ａ

Ｉ
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
、
高
齢
化
社
会
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、

産
業
横
断
的
な
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
標
準
化

活
動
に
優
先
分
野
が
変
化
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
欧
米
の
ル
ー
ル
形
成
に
関
わ
る
活

発
か
つ
戦
略
的
な
国
際
標
準
化
の
動
き
や
、
中
国
や

韓
国
の
国
際
標
準
活
動
に
お
け
る
議
長
・
幹
事
国
引

き
受
け
数
の
増
加
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
一
方
、
わ
が
国

は
、
産
業
競
争
力
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
変
化
に
加
え
、
国

際
規
格
提
案
数
の
頭
打
ち
や
標
準
専
門
家
の
高
齢
化

等
の
構
造
的
な
問
題
も
認
識
さ
れ
る
状
況
に
あ
る（
図

表
）。
わ
が
国
の
産
業
競
争
力
の
観
点
か
ら
、
ル
ー
ル

形
成
に
注
目
し
た
政
策
の
加
速
と
同
時
に
、
わ
が
国
の

国
際
標
準
化
推
進
体
制
の
強
化
策
の
迅
速
な
実
施
が

求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
経
済
産
業
省
は
2
0
2

3
年
に
画
期
的
な
「
日
本
型
標
準
加
速
化
モ
デ
ル
」

（
本
誌
22
ペ
ー
ジ
参
照
）を
提
唱
し
、
わ
が
国
の
標
準
化

に
関
わ
る
諸
課
題
の
解
決
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

ル
ー
ル
形
成
を
め
ぐ
る
変
化

近
代
的
な
標
準
化
で
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
基
礎
と
な

る
が
、
昨
今
は
多
く
の
国
々
の
多
様
な
企
業
の
戦
略
的

な
意
図
が
織
り
込
ま
れ
て
調
整
困
難
な
事
態
も
生
じ

て
お
り
、
異
な
る
方
式
で
標
準
化
の
覇
権
を
争
う
「
標

準
化
戦
争
」
の
様
相
を
呈
す
る
事
例
も
多
い
。
現
在
は
、

標
準
化
が
社
会
課
題
の
解
決
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
さ
れ

る
こ
と
も
増
え
、
新
た
な
価
値
軸
の
提
案
を
行
う
競

争
の
場
に
変
化
し
て
い
る
と
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。

標
準
を
軸
と
し
た
「
ル
ー
ル
形
成
」
で
は
、
欧
州

が
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
。
欧
州
は
、
産
業
政
策

日
本
規
格
協
会（
Ｊ
Ｓ
Ａ
）理
事
長

朝あさひ
日
弘ひろし

標
準
化
と
ル
ー
ル
形
成
の
変
化

│
日
本
規
格
協
会
の
取
り
組
み

（注１）JIS：1949年に日本工業規格として制定、2019年の産業標準化法により同年、日
本産業規格に改称
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図表 わが国のISO/IECでの活動状況の推移

資料：ISO/IECのデータを元にJSA作成

27 262024・4

（注２）2019年、エレン・マッカーサー財団とBASF等が循環型ケミカルリサイクルの推進とマスバランス方式の適用について共同意
見書を発表。ISOでは2020年12月、ドイツの提案でマスバランス方式に関する専門委員会が立ち上げられ、規格化作業が始まる
（注３）AI法：人工知能（AI）に関する統一規則（2023年12月成立）、「リスクベース」のアプローチを採用し、AIが社会に害を及ぼす
可能性に応じてAIを規制する内容の法律


